
本番中に客席階段を使用する場合は
該当席の撤去が必要です

10列5・42番（※1）

（※1） 10列5・42番の車いすスペースへは、中通路（９列と１０列の間）から楽屋エリアを一部経由してのご案内となります。販売の際はご留意ください

・原則として客席通路に物（長机・カメラ三脚・PAブースなど）を設置することはできません。客席内への設置については裏面（※2）をご確認ください

・最前列に三脚あるいはキャスター付きカメラ等を設置する場合には、２列目の端３席を取り外す必要があります

・非常灯を消灯すると足元灯も消えます

・車椅子でのご来場者が多く見込まれる場合は、１階25列2～10番を取り外し、車椅子スペースに変えることができます

・上演中、中通路（９列と１０列の間）両サイドにある扉（図面上は見えていません）は舞台袖及び楽屋への扉となり、お客様の出入りに使用できません。

　開場から終演までの間は施錠するか、スタッフを配置してください



◆備考1
◎各階客席出入口（A～D）は座席後方のみにございます
◎客席内は全て階段で、スロープはありません
（特に1階席前方へは、車椅子席を含めて最後方から段差
を降りてお進みいただきます）
◎各階バルコニー席の最後列は通常席と異なる仕様
（ハイチェア席）となっています

◆備考2
◎2・3階席最後列の後方には通路がありません
◎ビュッフェカウンターは2・3階席ホワイエにございます。
(公演によって営業の有無は異なります)

◆備考3
◎4階席へは3階席ホワイエから階段のみでの移動となり
ます。（3階席及び4階バルコニー席へはエレベーターでお
進みいただけます）

ハイチェア席(通常席より座面が高く奥行きが狭くなっています）

＜表面＞※2
上演中、座席の間にカメラの三脚やPA席を設置し、通行ができ
なくなる場合は、設置位置によって許可を出せない場合がござ
いますのであらかじめご注意ください。

＜参考例＞
京都市火災予防条例に基づき、横1列あたりの座席が9席以上
続くブロックについては、左右両側に通路を確保する必要があ
ります。

7席 6席

設置物の左右に続く席がそれぞれ8席以下＝設置可

11席

設置物の左右に続く席のいずれかが9席以上＝設置不可

カメラ

カメラ


